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議案第１３２号

令和７年度富山市一般会計補正予算（第４号）

令和７年度富山市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，９２３，６５８

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０４，２

７３，３９５千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に

よる。

（継続費の補正）

第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第３条 繰越明許費の追加は、「第３表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第４条 債務負担行為の追加は、「第４表 債務負担行為補正」によ

る。

（地方債の補正）

第５条 地方債の変更は、「第５表 地方債補正」による。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 （単位　千円）

款 項

13 分担金及び負担金 107,412 9,450 116,862

 1 分担金 42,818 9,450 52,268

15 国庫支出金 33,358,349 229,635 33,587,984

 1 国庫負担金 24,629,917 221,430 24,851,347

 2 国庫補助金 8,634,071 8,205 8,642,276

16 県支出金 15,620,883 302,335 15,923,218

 1 県負担金 8,459,158 △ 7,462 8,451,696

 2 県補助金 6,052,879 309,797 6,362,676

18 寄附金 325,768 11,000 336,768

 1 寄附金 325,768 11,000 336,768

19 繰入金 4,570,745 573,409 5,144,154

 1 特別会計繰入金 1,320,693 573,409 1,894,102

20 諸収入 5,463,347 57,742 5,521,089

 3 貸付金元利収入 1,278,899 15,003 1,293,902

 5 収益事業収入 170,000 30,000 200,000

 6 雑入 3,845,156 12,739 3,857,895

21 市債 20,883,900 327,700 21,211,600

 1 市債 20,883,900 327,700 21,211,600

22 繰越金 2,659,184 412,387 3,071,571

 1 繰越金 2,659,184 412,387 3,071,571

202,349,737 1,923,658 204,273,395

補正前の額 補正額 計

歳　　入　　合　　計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 2 総務費 25,478,433 110,224 25,588,657

 1 総務管理費 12,578,444 98,724 12,677,168

 6 防災費 391,315 11,500 402,815

 3 民生費 74,824,877 359,149 75,184,026

 1 社会福祉費 34,424,018 18,007 34,442,025

 2 児童福祉費 34,321,583 341,142 34,662,725

 4 衛生費 12,058,468 27,939 12,086,407

 1 保健衛生費 6,813,183 27,939 6,841,122

 5 労働費 726,742 15,000 741,742

 1 労働諸費 726,742 15,000 741,742

 6 農林水産業費 5,290,013 107,565 5,397,578

 1 農業費 1,771,293 80,000 1,851,293

 2 農地費 2,360,908 27,565 2,388,473

 7 商工費 5,473,256 589,733 6,062,989

 1 商工費 5,473,256 589,733 6,062,989

 8 土木費 23,722,782 56,100 23,778,882

 2 道路橋りょう費 6,650,043 40,000 6,690,043

 5 都市計画費 14,770,592 16,100 14,786,692

10 教育費 23,625,263 53,948 23,679,211

 2 小学校費 10,315,916 25,000 10,340,916

 3 中学校費 6,673,928 28,948 6,702,876

11 災害復旧費 2,648,838 604,000 3,252,838

 1 農林水産施設災害復旧費 2,315,338 516,000 2,831,338

 2 公共土木施設災害復旧費 333,500 88,000 421,500

202,349,737 1,923,658 204,273,395

補正前の額 補正額 計

歳　　出　　合　　計
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第 ２ 表 継続費補正

変 更
（単位 千円）

款 項 事 業 名
補 正 前 補 正 後

総 額 年 度 年割額 総 額 年 度 年割額

8土木費
2道路橋り
2ょう費

橋 り ょ う 維 持
補 修 事 業 費
（ 小 見 橋 1 号 架 替 ）

360,000

令和 5 年度 50,000

410,000

令和 5 年度 50,000

令和 6 年度 110,000 令和 6 年度 110,000

令和 7 年度 200,000 令和 7 年度 200,000

― ― 令和 8 年度 50,000
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第 ３ 表　　繰越明許費補正

　追　加
　　（単位　千円）

事    業    名 金　　額

2 総 務 費 6 防 災 費 防 災 対 策 事 業 費 11,500

6 農林水産業費 2 農 地 費 小 規 模 土 地 改 良 事 業 費 補 助 金 18,010

11 災 害 復 旧 費 1
農 林 水 産 施 設
災 害 復 旧 費

農 地 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 費 516,000

2
公 共 土 木 施 設
災 害 復 旧 費

道 路 橋 り ょ う 災 害 復 旧 事 業 費 88,000

款 項
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第 ４ 表 債務負担行為補正

追 加

（単位 千円）

事 項 期 間 限 度 額

富山市民プール、富山市城東ふれあい

公園庭球場管理運営費
自令和８年度至令和 12 年度 １，６０２，９５０

富山市富山南総合公園体育文化セン

ター、富山市富山南総合公園庭球場管

理運営費

自令和８年度至令和 12 年度 ２８６，０００

富山市２０００年体育館管理運営費 自令和８年度至令和 12 年度 １３５，８０１

富山市東富山体育館、富山市東富山運

動広場、富山市東富山運動広場庭球場

管理運営費

自令和８年度至令和 12 年度 １６５，０００

富山市大沢野総合運動公園陸上競技

場、富山市大沢野総合運動公園野球

場、富山市大沢野グラウンド、富山市

西大沢運動広場、富山市屋内競技場、

富山市大久保運動広場管理運営費

自令和８年度至令和 12 年度 ３１５，４３２

富山市ストリートスポーツパーク管理

運営費
自令和８年度至令和 12 年度 １６３，８１３

富山市八尾スポーツアリーナ管理運営

費
自令和８年度至令和９年度 ８７，９１２

富山市立東部児童館管理運営費 自令和８年度至令和 12 年度 １５６，０４３

富山市立蜷川児童館管理運営費 自令和８年度至令和 12 年度 １０７，７９７

（仮称）とやまくすりミュージアム整

備・運営事業費
自令和８年度至令和 19 年度

３，２００，０００

上記金額に物価変動による

増減額並びに消費税及び地

方消費税による増減額を加

算した額の範囲内

リフレッシュ事業費 自令和７年度至令和８年度 ６９，０００
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（単位 千円）

事 項 期 間 限 度 額

市道整備事業費 自令和７年度至令和８年度 １８７，７００

浸水対策事業費 自令和７年度至令和８年度 ５７，０００

街路整備事業費 自令和７年度至令和８年度 １１０，０００

呉羽丘陵フットパス官民連携事業維持

管理負担金
自令和８年度至令和 26 年度

７６，０００

上記金額に物価変動による

増減額並びに消費税及び地

方消費税による増減額を加

算した額の範囲内

水橋学園開校記念広報事業費 自令和７年度至令和８年度 ３，８５０

スクールバス運行等事業費（古沢・池

多地区分）
自令和７年度至令和 12 年度 １３３，０１８
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第　５　表　　地方債補正

　変　更

（単位　千円）

補正前の額 補　正　額 補正後の額

総 務 管 理 費 1,607,100 88,800 1,695,900

児 童 福 祉 費 356,500 5,800 362,300

農 地 費 401,900 13,300 415,200

都 市 計 画 費 2,236,500 5,400 2,241,900

農 林 水 産 施 設
災 害 復 旧 費

541,500 186,800 728,300

公 共 土 木 施 設
災 害 復 旧 費

198,500 27,600 226,100

限　　度　　額
起 債 の 目 的

起債の

方　法
利　率 償還の方法

普通貸借
又　　は
証券発行

　　　　％
　　5.0
　　　　以内
（ただし、利率
見直し方式で借
入れる資金につ
いて、利率の見
直しを行った後
においては、当
該見直し後の利
率）

借入れ先の融通
条件による。た
だし、市財政の
都合により据置
期間及び償還期
限を短縮し、も
しくは繰上償還
又は借換えする
ことができる。

- 8 -



　　　　　　　　　　　　　　　 歳入歳出予算事項別明細書
1 歳　入
款13 分担金及び負担金   項 1 分担金 （単位　千円）

 1  1
災害復旧費 42,818 9,450 52,268 農林水産施 9,450  1農地農業用施設災害復旧事業費分担 9,450
分担金 設災害復旧   金

費分担金

42,818 9,450 52,268

款15 国庫支出金   項 1 国庫負担金 （単位　千円）

 1  2
民生費負担 22,339,936 166,069 22,506,005 児童福祉費 166,069  1児童手当負担金 165,809
金 負担金  2助産施設事業費負担金 260

 4  1
災害復旧費 126,009 55,361 181,370 公共土木施 55,361  1道路橋りょう災害復旧事業費負担金 55,361
負担金 設災害復旧

費負担金

24,629,917 221,430 24,851,347

款15 国庫支出金   項 2 国庫補助金 （単位　千円）

 3  1
衛生費補助 640,244 2,155 642,399 保健衛生費 2,155  1子ども・子育て支援交付金 2,155
金 補助金

 5  3
土木費補助 3,578,310 6,050 3,584,360 都市計画費 6,050  1都市構造再編集中支援事業費補助 6,050
金 補助金

8,634,071 8,205 8,642,276

33,358,349 229,635 33,587,984

款16 県支出金   項 1 県負担金 （単位　千円）

 2 △  2 △
民生費負担 8,323,159 7,462 8,315,697 児童福祉費 7,462  1児童手当負担金 △7,462
金 負担金

△
8,459,158 7,462 8,451,696

款16 県支出金   項 2 県補助金 （単位　千円）

 3  1
衛生費補助 40,728 1,697 42,425 保健衛生費 1,697  1子ども・子育て支援交付金 1,077
金 補助金  2がん対策事業費補助金 620

節

計

節

計

節

計

合計

節

計

節

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　明
区　分 金　額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　明
区　分 金　額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　明
区　分 金　額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　明
区　分 金　額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　明
区　分 金　額
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款16 県支出金   項 2 県補助金 （単位　千円）

 9  1
災害復旧費 1,557,584 308,100 1,865,684 農林水産施 308,100  1農地農業用施設災害復旧事業費補助 308,100
補助金 設災害復旧   金

費補助金

6,052,879 309,797 6,362,676

15,620,883 302,335 15,923,218

款18 寄附金   項 1 寄附金 （単位　千円）

 1  3
総務費寄附 311,021 1,000 312,021 総務管理費 1,000  1まち・ひと・しごと創生推進基金費 1,000
金 寄附金   寄附金

 3  1
民生費寄附 14,320 10,000 24,320 社会福祉費 10,000  1福祉基金費寄附金 10,000
金 寄附金

325,768 11,000 336,768

款19 繰入金   項 1 特別会計繰入金 （単位　千円）

 3  1
企業団地造 1,060,331 573,409 1,633,740 企業団地造 573,409  1企業団地造成事業特別会計繰入金 573,409
成事業特別 成事業特別
会計繰入金 会計繰入金

1,320,693 573,409 1,894,102

款20 諸収入   項 3 貸付金元利収入 （単位　千円）

 7  1
富山勤労総 515,663 15,003 530,666 富山勤労総 15,003  1元金 15,000
合福祉セン 合福祉セン  2利子 3
ター貸付金 ター貸付金
元利収入 元利収入

1,278,899 15,003 1,293,902

款20 諸収入   項 5 収益事業収入 （単位　千円）

 1  1
競輪事業収 170,000 30,000 200,000 競輪事業収 30,000  1競輪事業特別会計繰入金 30,000
入 入

節

計

合計

節

計

節

計

節

計

節

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　明
区　分 金　額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　明
区　分 金　額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　明
区　分 金　額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　明
区　分 金　額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　明
区　分 金　額
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款20 諸収入   項 5 収益事業収入 （単位　千円）

170,000 30,000 200,000

款20 諸収入   項 6 雑入 （単位　千円）

 3  3
雑入 3,839,914 12,739 3,852,653 雑入 12,739  1多面的機能支払交付金戻入金（過年 12,739

  度）

3,845,156 12,739 3,857,895

5,463,347 57,742 5,521,089

款21 市債   項 1 市債 （単位　千円）

 1  1
総務債 3,639,200 88,800 3,728,000 総務管理債 88,800  1体育施設整備事業債 88,800

 2  2
民生債 632,700 5,800 638,500 児童福祉債 5,800  1児童館施設整備事業債 5,800

 5  2
農林水産業 655,000 13,300 668,300 農地債 13,300  1小規模土地改良事業債 13,300
債

 7  3
土木債 4,557,300 5,400 4,562,700 都市計画債 5,400  1富山駅周辺整備事業債 5,400

10  1
災害復旧債 740,000 214,400 954,400 農林水産施 186,800  1農地農業用施設災害復旧事業債 186,800

設災害復旧
債

 2
公共土木施 27,600  1道路橋りょう災害復旧事業債 27,600
設災害復旧
債

20,883,900 327,700 21,211,600

款22 繰越金   項 1 繰越金 （単位　千円）

 1  1
繰越金 2,659,184 412,387 3,071,571 前年度繰越 412,387  1前年度繰越金 412,387

金

2,659,184 412,387 3,071,571

節

計

節

計

合計

節

計

節

計

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　明
区　分 金　額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　明
区　分 金　額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　明
区　分 金　額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　明
区　分 金　額
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2 歳　出
款 2 総務費   項 1 総務管理費 (単位　千円)

14 債 12
スポーツ施 2,476,757 98,724 2,575,481 88,800 8,924 委託料 97,724  1体育施設管理運営費 77,224
設費 他  2体育施設整備事業費 20,500

1,000 24  3まち・ひと・しごと 1,000
積立金 1,000   創生推進基金費

債
12,578,444 98,724 12,677,168 88,800 8,924

他
1,000

款 2 総務費   項 6 防災費 (単位　千円)

 1 12
防災総務費 351,707 11,500 363,207 11,500 委託料 11,500  1防災対策事業費 11,500

391,315 11,500 402,815 11,500

債
25,478,433 110,224 25,588,657 88,800 20,424

他
1,000

款 3 民生費   項 1 社会福祉費 (単位　千円)

 1 他 24
社会福祉総 3,532,922 10,000 3,542,922 10,000 積立金 10,000  1福祉基金費 10,000
務費

 7 27
介護保険費 6,762,194 8,007 6,770,201 8,007 繰出金 8,007  1介護保険事業特別会 8,007

  計繰出金

他
34,424,018 18,007 34,442,025 10,000 8,007

款 3 民生費   項 2 児童福祉費 (単位　千円)

 1 22
児童福祉総 3,265,845 7,637 3,273,482 7,637 償還金利子 7,637  1子育てのための施設 1,138
務費 及び割引料   等利用給付事業費

 2私立保育所等補助事 6,499
  業費

 2 国 19
児童措置費 19,394,082 275,736 19,669,818 166,069 117,129 扶助費 141,960  1児童手当支給事業費 149,028

県 △  2助産施設事業費 1,020
7,462 22  3私立保育所等管理運 125,688

償還金利子 133,776   営費
及び割引料

 4 22
障害児福祉 2,503,511 37,634 2,541,145 37,634 償還金利子 37,634  1障害児通所給付事業 37,634
費 及び割引料   費

 5 22
保育所費 5,294,105 12,981 5,307,086 12,981 償還金利子 12,981  1病児・病後児保育事 12,981

及び割引料   業費

 7 債 10
児童館費 523,699 7,154 530,853 5,800 1,354 需用費 120  1児童館施設整備事業 7,154

  費

補正額の財源内訳 節

計

補正額の財源内訳 節

計

合計

補正額の財源内訳 節

計

補正額の財源内訳 節

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額
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款 3 民生費   項 2 児童福祉費 (単位　千円)

11
役務費 334

12
委託料 6,500

17
備品購入費 200

国
34,321,583 341,142 34,662,725 166,069 176,735

県 △
7,462

債
5,800

国
74,824,877 359,149 75,184,026 166,069 184,742

県 △
7,462

債
5,800

他
10,000

款 4 衛生費   項 1 保健衛生費 (単位　千円)

 2 国 12
母子保健事 865,696 5,379 871,075 2,155 2,147 委託料 4,311  1切れ目ない子育て支 4,311
業費 県   援体制構築事業費

1,077 22  2出産・子育て応援事 1,068
償還金利子 1,068   業費
及び割引料

 3 県 11
成人保健事 570,900 2,560 573,460 620 1,940 役務費 10  1がん対策事業費 2,560
業費

18
負担金補助 2,550
及び交付金

11 18
病院費 1,675,320 20,000 1,695,320 20,000 負担金補助 20,000  1病院事業会計補助金 20,000

及び交付金
国

6,813,183 27,939 6,841,122 2,155 24,087
県

1,697

款 5 労働費   項 1 労働諸費 (単位　千円)

 1 他 △ 20
労働諸費 721,772 15,000 736,772 15,003 3 貸付金 15,000  1勤労総合福祉センタ 15,000

  ー事業費

他 △
726,742 15,000 741,742 15,003 3

款 6 農林水産業費   項 1 農業費 (単位　千円)

 7 27
公設地方卸 497,460 80,000 577,460 80,000 繰出金 80,000  1公設地方卸売市場事 80,000
売市場費   業特別会計繰出金

補正額の財源内訳 節

計

合計

補正額の財源内訳 節

計

補正額の財源内訳 節

計

補正額の財源内訳 節

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額
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款 6 農林水産業費   項 1 農業費 (単位　千円)

1,771,293 80,000 1,851,293 80,000

款 6 農林水産業費   項 2 農地費 (単位　千円)

 2 債 18
土地改良費 1,185,450 27,565 1,213,015 13,300 4,710 負担金補助 18,010  1農業環境対策費 9,555

他 及び交付金  2小規模土地改良事業 18,010
9,555 22   費補助金

償還金利子 9,555
及び割引料

債
2,360,908 27,565 2,388,473 13,300 4,710

他
9,555

債
5,290,013 107,565 5,397,578 13,300 84,710

他
9,555

款 7 商工費   項 1 商工費 (単位　千円)

 1 他 24
商工総務費 1,431,070 573,409 2,004,479 573,409 積立金 573,409  1減債基金費 573,409

 5 18
企業立地奨 1,163,650 6,501 1,170,151 6,501 負担金補助 6,501  1企業立地奨励事業費 6,501
励費 及び交付金

 9 27
企業団地造 108,840 9,823 118,663 9,823 繰出金 9,823  1企業団地造成事業特 9,823
成費   別会計繰出金

他
5,473,256 589,733 6,062,989 573,409 16,324

款 8 土木費   項 2 道路橋りょう費 (単位　千円)

 2 10
道路維持費 3,190,037 40,000 3,230,037 40,000 需用費 40,000  1雪対策事業費 40,000

6,650,043 40,000 6,690,043 40,000

款 8 土木費   項 5 都市計画費 (単位　千円)

 6 国 16
都市再生費 3,128,650 12,100 3,140,750 6,050 650 公有財産購 12,100  1富山駅周辺整備事業 12,100

債 入費   費
5,400 　・富山駅周辺地区南

    北一体的なまちづ
    くり事業費

 7 10
公共交通対 1,059,397 4,000 1,063,397 4,000 需用費 4,000  1生活交通対策事業費 4,000
策費

補正額の財源内訳 節

計

補正額の財源内訳 節

計

合計

補正額の財源内訳 節

計

補正額の財源内訳 節

計

補正額の財源内訳 節

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額
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款 8 土木費   項 5 都市計画費 (単位　千円)

国
14,770,592 16,100 14,786,692 6,050 4,650

債
5,400

国
23,722,782 56,100 23,778,882 6,050 44,650

債
5,400

款10 教育費   項 2 小学校費 (単位　千円)

 1 10
学校管理費 8,892,630 25,000 8,917,630 25,000 需用費 25,000  1総務学校管理事務費 25,000

10,315,916 25,000 10,340,916 25,000

款10 教育費   項 3 中学校費 (単位　千円)

 1 10
学校管理費 4,633,012 28,948 4,661,960 28,948 需用費 27,224  1総務学校管理事務費 26,000

 2校具整備事業費 800
17  3学校給食運営事務費 2,148
備品購入費 1,724

6,673,928 28,948 6,702,876 28,948

23,625,263 53,948 23,679,211 53,948

款11 災害復旧費   項 1 農林水産施設災害復旧費 (単位　千円)

 1 県 14
農業用施設 2,238,808 516,000 2,754,808 308,100 11,650 工事請負費 516,000  1農地農業用施設災害 516,000
災害復旧費 債   復旧事業費

186,800
他

9,450

県
2,315,338 516,000 2,831,338 308,100 11,650

債
186,800

他
9,450

款11 災害復旧費   項 2 公共土木施設災害復旧費 (単位　千円)

 1 国 12
道路橋りょ 332,300 88,000 420,300 55,361 5,039 委託料 5,000  1道路橋りょう災害復 88,000
う災害復旧 債   旧事業費
費 27,600 14

工事請負費 80,000

21
補償、補填 3,000
及び賠償金

補正額の財源内訳 節

計

合計

補正額の財源内訳 節

計

補正額の財源内訳 節

計

合計

補正額の財源内訳 節

計

補正額の財源内訳 節

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額
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款11 災害復旧費   項 2 公共土木施設災害復旧費 (単位　千円)

国
333,500 88,000 421,500 55,361 5,039

債
27,600

国
2,648,838 604,000 3,252,838 55,361 16,689

県
308,100

債
214,400

他
9,450

補正額の財源内訳 節

計

合計

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額
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過年度議決済に係る分（変更）

特 定 財 源
一 般
財 源

国（県）支出金

27,500

8 2 50,000 地方債 50,000 50,000 13.9

22,500

国（県）支出金

27,500

50,000 地方債 50,000 50,000 12.2

22,500

国（県）支出金

60,500

110,000 地方債 110,000 110,000 30.6

49,500

国（県）支出金

60,500

110,000 地方債 110,000 110,000 26.8

49,500

国（県）支出金

110,000

200,000 地方債 200,000 200,000 55.6

90,000

国（県）支出金

110,000

200,000 地方債 200,000 200,000 48.8

90,000

国（県）支出金

27,500

50,000 地方債 50,000

22,500

国（県）支出金

27,500

50,000 地方債 50,000

22,500

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の
見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書の補正

（単位　千円）

全　　　　体　　　　計　　　　画

左 の 財 源 内 訳款 項 事   業   名

 前前年
 度末ま
 での支
 出額

 前年度
 末まで
 の支出
 (見込)
 額

当該年
度支出
予定額

 当該年
 度末ま
 での支
 出予定
 額

 翌年度
 以降支
 出予定
 額

継続費
の総額
に対す
る進捗
率(%)

年度 年割額

 補正
 前の
 額

 補正
 額

 補正
 後の
 額

 補正
 前の
 額

 補正
 額

 補正
 後の
 額

 補正
 前の
 額

 補正
 額

 補正
 後の
 額

 補正
 前の
 額

 補正
 額

 補正
 後の
 額

橋 り ょ う
維 持 補 修
事 業 費
小 見 橋 1 号
架 替

令和
５

土

木

費

道

路

橋

り

ょ

う

費

令和
６

令和
７

令和
８

- 17 -



特 定 財 源
一 般
財 源

（単位　千円）

全　　　　体　　　　計　　　　画

左 の 財 源 内 訳款 項 事   業   名

 前前年
 度末ま
 での支
 出額

 前年度
 末まで
 の支出
 (見込)
 額

当該年
度支出
予定額

 当該年
 度末ま
 での支
 出予定
 額

 翌年度
 以降支
 出予定
 額

継続費
の総額
に対す
る進捗
率(%)

年度 年割額

国（県）支出金

198,000

8 2 360,000 地方債 160,000 200,000 360,000 100.0

162,000

国（県）支出金

27,500

50,000 地方債 50,000

22,500

国（県）支出金

225,500

410,000 地方債 160,000 200,000 360,000 50,000 87.8

184,500

 補正
 前の
 額

 補正
 額

 補正
 後の
 額

橋 り ょ う
維 持 補 修
事 業 費
小 見 橋 1 号
架 替

計

土

木

費

道

路

橋

り

ょ

う

費
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　当該年度提出に係る分（追加）

期  間 金  額 期  間 金  額 一般財源

富山市民プール、
富山市城東ふれあ
い公園庭球場管理
運営費
（令和７年度分）

1,602,950
令和８年度

～
令和12年度

1,602,950 他 193,250 1,409,700

富山市富山南総合
公園体育文化セン
ター、富山市富山
南総合公園庭球場
管理運営費
（令和７年度分）

286,000
令和８年度

～
令和12年度

286,000 他 42,500 243,500

富山市２０００年
体育館管理運営費
（令和７年度分）

135,801
令和８年度

～
令和12年度

135,801 他 15,850 119,951

富山市東富山体育
館、富山市東富山
運動広場、富山市
東富山運動広場庭
球場管理運営費
（令和７年度分）

165,000
令和８年度

～
令和12年度

165,000 165,000

富山市大沢野総合
運動公園陸上競技
場、富山市大沢野
総合運動公園野球
場、富山市大沢野
グラウンド、富山
市西大沢運動広
場、富山市屋内競
技場、富山市大久
保運動広場管理運
営費
（令和７年度分）

315,432
令和８年度

～
令和12年度

315,432 他 32,485 282,947

富山市ストリート
スポーツパーク管
理運営費
（令和７年度分）

163,813
令和８年度

～
令和12年度

163,813 他 11,500 152,313

富山市八尾スポー
ツアリーナ管理運
営費
（令和７年度分）

87,912
令和８年度

～
令和９年度

87,912 他 8,400 79,512

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書の補正

  　　　(単位　千円)

６年度末までの ７年度以降の

支出（見込）額 支出予定額

特定財源

事　　　項 限度額
左の財源内訳
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期  間 金  額 期  間 金  額 一般財源

  　　　(単位　千円)

６年度末までの ７年度以降の

支出（見込）額 支出予定額

特定財源

事　　　項 限度額
左の財源内訳

富山市立東部児童
館管理運営費
（令和７年度分）

156,043
令和８年度

～
令和12年度

156,043 156,043

富山市立蜷川児童
館管理運営費
（令和７年度分）

107,797
令和８年度

～
令和12年度

107,797 107,797

（仮称）とやまく
すりミュージアム
整備・運営事業費
（令和７年度分）

3,200,000

令和８年度
～

令和19年度
3,200,000

国
債

789,544
710,200

1,700,256

リフレッシュ事業
費
（令和７年度分）

69,000
令和７年度

～
令和８年度

69,000
国
債

12,500
55,200

1,300

市道整備事業費
（令和７年度分）

187,700
令和７年度

～
令和８年度

187,700
国
債

50,125
124,000

13,575

浸水対策事業費
（令和７年度分）

57,000
令和７年度

～
令和８年度

57,000
国
債

5,000
51,500

500

街路整備事業費
（令和７年度分）

110,000
令和７年度

～
令和８年度

110,000
国
債

60,500
44,500

5,000

呉羽丘陵フットパ
ス官民連携事業維
持管理負担金
（令和７年度分）

76,000

令和８年度
～

令和26年度
76,000 76,000

水橋学園開校記念
広報事業費
（令和７年度分）

3,850
令和７年度

～
令和８年度

3,850 3,850

上記金額に物

価変動による

増減額並びに

消費税及び地

方消費税によ

る増減額を加

算した額の範

囲内

上記金額に物

価変動による

増減額並びに

消費税及び地

方消費税によ

る増減額を加

算した額の範

囲内
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期  間 金  額 期  間 金  額 一般財源

  　　　(単位　千円)

６年度末までの ７年度以降の

支出（見込）額 支出予定額

特定財源

事　　　項 限度額
左の財源内訳

スクールバス運行
等事業費（古沢・
池多地区分）
（令和７年度分）

133,018
令和７年度

～
令和12年度

133,018 債 18,000 115,018
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（単位　千円）

補正前の額 補 正 額 補正後の額 補正前の額 補 正 額 補 正 後 の 額

1　普　通　債 20,143,900 113,300 20,257,200 148,863,096 113,300 148,976,396

4,447,100 5,400 4,452,500 54,446,404 5,400 54,451,804

655,000 13,300 668,300 6,145,935 13,300 6,159,235

632,700 5,800 638,500 7,682,661 5,800 7,688,461

3,704,000 88,800 3,792,800 20,177,547 88,800 20,266,347

2　災害復旧債 740,000 214,400 954,400 2,347,949 214,400 2,562,349

198,500 27,600 226,100 1,327,787 27,600 1,355,387

541,500 186,800 728,300 1,020,162 186,800 1,206,962

20,883,900 327,700 21,211,600 217,736,575 327,700 218,064,275

地方債の現在高の見込みに関する調書の補正

７年度中増減見込み

７年度中起債見込額

(1)土　　木

(2)農林水産

(7)民　　生

(8)そ の 他

(1)土　　木

(2)農林水産

区　    分
７年度末現在高見込額

合　　計
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ままちちななかか診診療療所所事事業業特特別別会会計計





議案第１３３号

令和７年度富山市まちなか診療所事業特別会計補正予算（第１

号）

令和７年度富山市のまちなか診療所事業特別会計補正予算（第１号）

は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，４６８千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２６，８０１千円

とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に

よる。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 診療収入 89,422 3,468 92,890

 1 外来収入 89,422 3,468 92,890

123,333 3,468 126,801

補正前の額 補正額 計

歳　　入　　合　　計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 2 医業費 14,442 3,468 17,910

 1 医業費 14,442 3,468 17,910

123,333 3,468 126,801

補正前の額 補正額 計

歳　　出　　合　　計
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　　　　　　　　　　　　　　　 歳入歳出予算事項別明細書
1 歳　入
款 1 診療収入   項 1 外来収入 （単位　千円）

 1  1
外来収入 89,422 3,468 92,890 現年度分 3,468  1現年度分 3,468

89,422 3,468 92,890

節

計

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　明
区　分 金　額
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2 歳　出
款 2 医業費   項 1 医業費 (単位　千円)

 1 他 13
医業費 14,442 3,468 17,910 3,468 使用料及び 3,468  1医業費 3,468

賃借料
他

14,442 3,468 17,910 3,468

補正額の財源内訳 節

計

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額
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介介 護護 保保 険険 事事 業業 特特 別別 会会 計計





議案第１３４号

令和７年度富山市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

令和７年度富山市の介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４，５４９千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５，７４４，７

６９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に

よる。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 （単位　千円）

款 項

 3 国庫支出金 10,354,613 5,335 10,359,948

 2 国庫補助金 2,472,633 5,335 2,477,968

 7 繰入金 7,326,639 19,214 7,345,853

 1 一般会計繰入金 6,762,194 8,007 6,770,201

 2 基金繰入金 564,445 11,207 575,652

45,720,220 24,549 45,744,769

補正前の額 補正額 計

歳　　入　　合　　計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 総務費 817,131 10,670 827,801

 1 総務管理費 366,164 10,670 376,834

 3 地域支援事業費 1,364,164 13,879 1,378,043

 3
包括的支援事業・任意事
業費

87,934 13,879 101,813

45,720,220 24,549 45,744,769

補正前の額 補正額 計

歳　　出　　合　　計
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　　　　　　　　　　　　　　　 歳入歳出予算事項別明細書
1 歳　入
款 3 国庫支出金   項 2 国庫補助金 （単位　千円）

 3  1
介護保険事 3,850 5,335 9,185 介護保険事 5,335  1介護保険事業費補助金 5,335
業費補助金 業費補助金

2,472,633 5,335 2,477,968

款 7 繰入金   項 1 一般会計繰入金 （単位　千円）

 2  2
地域支援事 176,078 2,672 178,750 現年度分地 2,672  1現年度分地域支援事業繰入金（包括 2,672
業繰入金 域支援事業   的支援事業・任意事業）

繰入金（包
括的支援事
業・任意事
業）

 4  2
その他一般 810,250 5,335 815,585 事務費繰入 5,335  1事務費繰入金 5,335
会計繰入金 金

6,762,194 8,007 6,770,201

款 7 繰入金   項 2 基金繰入金 （単位　千円）

 1  1
介護給付費 564,445 11,207 575,652 介護給付費 11,207  1介護給付費準備基金繰入金 11,207
準備基金繰 準備基金繰
入金 入金

564,445 11,207 575,652

7,326,639 19,214 7,345,853

節

計

節

計

節

計

合計

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　明
区　分 金　額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　明
区　分 金　額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　明
区　分 金　額
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2 歳　出
款 1 総務費   項 1 総務管理費 (単位　千円)

 1 国 12
一般管理費 366,164 10,670 376,834 5,335 委託料 10,670  1介護保険事務処理シ 10,670

他   ステム事業費
5,335

国
366,164 10,670 376,834 5,335

他
5,335

款 3 地域支援事業費   項 3 包括的支援事業・任意事業費 (単位　千円)

 2 他 19
任意事業費 65,394 13,879 79,273 13,879 扶助費 13,879  1成年後見制度利用支 13,879

  援事業費

他
87,934 13,879 101,813 13,879

補正額の財源内訳 節

計

補正額の財源内訳 節

計

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額
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企企 業業 団団 地地 造造 成成 事事 業業 特特 別別 会会 計計





議案第１３５号

令和７年度富山市企業団地造成事業特別会計補正予算（第２号）

令和７年度富山市の企業団地造成事業特別会計補正予算（第２号）

は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５８３，２３２千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，７５２，４

０３千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に

よる。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 財産収入 1,056,529 572,048 1,628,577

 1 財産運用収入 56,527 △ 2,075 54,452

 2 財産売払収入 1,000,002 574,123 1,574,125

 2 繰入金 108,840 9,823 118,663

 1 一般会計繰入金 108,840 9,823 118,663

 3 諸収入 3,802 1,361 5,163

 1 雑入 3,802 1,361 5,163

1,169,171 583,232 1,752,403

補正前の額 補正額 計

歳　　入　　合　　計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 企業団地造成事業費 1,076,680 583,232 1,659,912

 1 企業団地造成事業費 1,076,680 583,232 1,659,912

1,169,171 583,232 1,752,403

補正前の額 補正額 計

歳　　出　　合　　計

- 37 -



　　　　　　　　　　　　　　　 歳入歳出予算事項別明細書
1 歳　入
款 1 財産収入   項 1 財産運用収入 （単位　千円）

 1 △  1 △
財産貸付収 56,527 2,075 54,452 土地貸付収 2,075  1土地貸付収入 △2,075
入 入

△
56,527 2,075 54,452

款 1 財産収入   項 2 財産売払収入 （単位　千円）

 1  1
不動産売払 1,000,002 574,123 1,574,125 土地売払収 574,123  1土地売払収入 574,123
収入 入

1,000,002 574,123 1,574,125

1,056,529 572,048 1,628,577

款 2 繰入金   項 1 一般会計繰入金 （単位　千円）

 1  1
一般会計繰 108,840 9,823 118,663 一般会計繰 9,823  1一般会計繰入金 9,823
入金 入金

108,840 9,823 118,663

款 3 諸収入   項 1 雑入 （単位　千円）

 1  1
雑入 3,802 1,361 5,163 雑入 1,361  1雑入 1,361

3,802 1,361 5,163

節

計

節

計

合計

節

計

節

計

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　明
区　分 金　額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　明
区　分 金　額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　明
区　分 金　額

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　明
区　分 金　額
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2 歳　出
款 1 企業団地造成事業費   項 1 企業団地造成事業費 (単位　千円)

 1 他 22
企業団地造 16,349 9,823 26,172 9,823 償還金利子 9,823  1企業団地造成事業費 9,823
成事業費 及び割引料

 2 他 27
繰出金 1,060,331 573,409 1,633,740 573,409 繰出金 573,409  1一般会計繰出金 573,409

他
1,076,680 583,232 1,659,912 583,232

補正額の財源内訳 節

計

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額
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牛牛岳岳温温泉泉健健康康セセンンタターー事事業業特特別別会会計計





議案第１３６号

令和７年度富山市牛岳温泉健康センター事業特別会計補正予

算（第１号）

令和７年度富山市の牛岳温泉健康センター事業特別会計補正予算（

第１号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為）

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定に

より債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第１

表 債務負担行為」による。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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第 １ 表 債 務 負 担 行 為

（単位 千円）

事 項 期 間 限 度 額

富山市牛岳温泉健康センター管理運営

費
自令和 10 年度至令和 19 年度 ４４６，０００
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　当該年度提出に係る分

期  間 金  額 期  間 金  額 一般財源

富山市牛岳温泉健
康センター管理運
営費
（令和７年度分）

446,000
令和10年度

～
令和19年度

446,000

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

  　　　(単位　千円)

６年度末までの ７年度以降の

支出（見込）額 支出予定額

特定財源

446,000

事　　　項 限度額
左の財源内訳
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競競 輪輪 事事 業業 特特 別別 会会 計計





議案第１３７号

令和７年度富山市競輪事業特別会計補正予算（第１号）

令和７年度富山市の競輪事業特別会計補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，５１７，１１７

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３２，１１

１，３９３千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に

よる。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 （単位　千円）

款 項

 1 競輪事業収入 29,505,914 2,517,117 32,023,031

 1 競輪事業収入 29,505,914 2,517,117 32,023,031

29,594,276 2,517,117 32,111,393

補正前の額 補正額 計

歳　　入　　合　　計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 競輪費 29,594,276 2,517,117 32,111,393

 1 競輪費 29,594,276 2,517,117 32,111,393

29,594,276 2,517,117 32,111,393

補正前の額 補正額 計

歳　　出　　合　　計

- 47 -



　　　　　　　　　　　　　　　 歳入歳出予算事項別明細書
1 歳　入
款 1 競輪事業収入   項 1 競輪事業収入 （単位　千円）

 1  2
事業収入 29,102,894 2,517,117 31,620,011 車券売上収 2,517,117  1車券売上収入 2,517,117

入

29,505,914 2,517,117 32,023,031

節

計

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　明
区　分 金　額
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2 歳　出
款 1 競輪費   項 1 競輪費 (単位　千円)

 1 他 12
競輪費 29,424,276 2,487,117 31,911,393 2,487,117 委託料 209,528  1開催費 2,487,117

13
使用料及び 71,333
賃借料
18
負担金補助 141,680
及び交付金
22
償還金利子 2,064,576
及び割引料

 2 他 27
繰出金 170,000 30,000 200,000 30,000 繰出金 30,000  1一般会計繰出金 30,000

他
29,594,276 2,517,117 32,111,393 2,517,117

補正額の財源内訳 節

計

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額
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公公設設地地方方卸卸売売市市場場事事業業特特別別会会計計





議案第１３８号

令和７年度富山市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算（第

１号）

令和７年度富山市の公設地方卸売市場事業特別会計補正予算（第１

号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８０，０００千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，０６７，９１

４千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に

よる。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久
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第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 （単位　千円）

款 項

 3 繰入金 497,460 80,000 577,460

 1 一般会計繰入金 497,460 80,000 577,460

987,914 80,000 1,067,914

補正前の額 補正額 計

歳　　入　　合　　計
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歳　出 （単位　千円）

款 項

 1 公設地方卸売市場費 904,440 80,000 984,440

 2 建設事業費 676,740 80,000 756,740

987,914 80,000 1,067,914

補正前の額 補正額 計

歳　　出　　合　　計
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　　　　　　　　　　　　　　　 歳入歳出予算事項別明細書
1 歳　入
款 3 繰入金   項 1 一般会計繰入金 （単位　千円）

 1  1
一般会計繰 497,460 80,000 577,460 一般会計繰 80,000  1一般会計繰入金 80,000
入金 入金

497,460 80,000 577,460

節

計

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　明
区　分 金　額
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2 歳　出
款 1 公設地方卸売市場費   項 2 建設事業費 (単位　千円)

 1 他 13
建設事業費 676,740 80,000 756,740 80,000 使用料及び 80,000  1建設事業費 80,000

賃借料
他

676,740 80,000 756,740 80,000

補正額の財源内訳 節

計

目 補正前の額 補正額 計 説　　　　明
特定財源 一般財源 区分 金額
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水水 道道 事事 業業 会会 計計





議案第１３９号

令和７年度富山市水道事業会計補正予算（第２号）

第１条 令和７年度富山市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次

に定めるところによる。

第２条 予算第６条の表に次の項を加える。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

配 水 施 設 費
自令和７年度

至令和８年度
505,000千円
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当該年度提出に係る分（追加）
(単位　  千円)

国庫支出金 企業債 その他

配 水 施 設 費
（令和7年度分）

505,000 429,200 75,800

期 間 金 額 期 間 金 額

令和7年度
～

令和8年度
505,000

債務負担行為に関する調書

事   項 限度額

6年度末までの 7年度以降の

左の財源内訳支払義務発生 支払義務発生

（ 見 込 ） 額 予 定 額
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公公 共共 下下 水水 道道 事事 業業 会会 計計





議案第１４０号

令和７年度富山市公共下水道事業会計補正予算（第３号）

第１条 令和７年度富山市公共下水道事業会計の補正予算（第３号）

は、次に定めるところによる。

（継続費の補正）

第２条 継続費の年度及び年割額を次のとおり改める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

１

資

本

的

支

出

１

建

設

改

良

費

大沢野浄化

セ ン タ ー

自 家 発 棟

建 築 新 設

事 業 費

178,900千円

令和6年度 35,900千円

令和7年度 113,000千円

令和8年度 30,000千円
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過年度議決済に係る分（変更）

国（県）支出金
19,360

企業債
14,800

その他
1,740

国（県）支出金
19,360

企業債
14,800

その他
1,740

国（県）支出金
77,125

企業債
59,200

その他
6,675

国（県）支出金
△ 16,200

企業債
△ 12,400

1 1 その他
△ 1,400

国（県）支出金
60,925

企業債
46,800

その他
5,275

国（県）支出金
16,200

企業債
12,400

その他
1,400

国（県）支出金
16,200

企業債
12,400

その他
1,400

国（県）支出金
96,485

企業債
74,000

その他
8,415

国（県）支出金

企業債

その他

国（県）支出金
96,485

企業債
74,000

その他
8,415

継続費に関する調書の補正

(単位   千円)

全 体 計 画

款 項 事業名

前前年度
末までの
支払義務
発生額あ

前年度末
までの支
払義務発
生（見込
）額ああ

当該年度
支払義務
発生予定
額あああ

当該年度
末までの
支払義務
発生予定
額あああ

翌年度以
降の支払
義務発生
予定額あ

継続費の
総額に対
する進捗
率(％)あ    

ああ
年度 年割額 左の財源内訳

補正
前の
額

35,900 35,900 35,900 20.1

補正
額

補正
後の
額

35,900 35,900 35,900 20.1

補正
前の
額

143,000 143,000 143,000 79.9

補正
額

△ 30,000 △ 30,000 △ 30,000

補正
後の
額

113,000 113,000 113,000 63.1

補正
前の
額

補正
額

30,000 30,000

補正
後の
額

30,000 30,000

補正
前の
額

178,900 35,900 143,000 178,900 100.0

補正
額

△ 30,000 △ 30,000 30,000

補正
後の
額

178,900 35,900 113,000 148,900 30,000 83.2

大沢野浄化
セ ン タ ー
自 家 発 棟
建 築 新 設
事 業 費

令和
６

令和
７

資

本

的

支

出

建

設

改

良

費

令和
８

計
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病病 院院 事事 業業 会会 計計





議案第１４１号

令和７年度富山市病院事業会計補正予算(第２号)

第１条 令和７年度富山市病院事業会計の補正予算（第２号）は、次

に定めるところによる。

第２条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとお

り補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 病院事業収益 15,193,675千円 20,000千円 15,213,675千円

第２項 医業外収益 1,432,061千円 20,000千円 1,452,061千円

支 出

第１款 病院事業費用 15,474,027千円 41,809千円 15,515,836千円

第１項 医業費用 15,137,340千円 41,809千円 15,179,149千円

第３条 予算第４条本文括弧書中「不足する額６５３，７１０千円」

を「不足する額１７，７１０千円」に、「当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額１１８，０２０千円」を「当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整額１７，７１０千円」に改め、「過

年度分損益勘定留保資金５３５，６９０千円及び」を削り、資本的

収入の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 資本的収入 1,503,696千円 636,000千円 2,139,696千円

第１項 企 業 債 1,264,400千円 636,000千円 1,900,400千円

第４条 予算第７条の表に次の項を加える。

病 院 事 業 経

営 改 善 推 進

事業費

636,000千円

普 通 貸

借 又 は

証 券 発

行

5.0 ％以内

（ただし、利

率見直し方式

で借入れる資

金について、

利率の見直し

を行った後に

おいては、当

借入先の融通

条件による。

ただし、市財

政の都合によ

り据置期間及

び償還期限を

短縮し、もし

くは繰上償還
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第５条 予算第１１条の「４４９，５０５千円」を「４６９，５０５

千円」に改める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

該見直し後の

利率）

又は借換えす

ることができ

る。
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既決予定額 補正予定額 合　計

千円 千円 千円

1 病院事業収益 15,193,675 20,000 15,213,675

2 医 業 外 収 益 1,432,061 20,000 1,452,061

1 他会計補助金 449,505 20,000 469,505

令和7年度富山市病院事業会計予算実施計画

収　益　的　収　入　及　び　支　出

収　　　　　　　　入

款 項 目 備　　　考
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既決予定額 補正予定額 合　計 備　考

千円 千円 千円

1 病院事業費用 15,474,027 41,809 15,515,836

1 医 業 費 用 15,137,340 41,809 15,179,149

3 経 費 3,025,618 41,809 3,067,427

支　　　　　　　　出

款 項 目
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既決予定額 補正予定額 合　計 備　考

千円 千円 千円

1 資本的収入 1,503,696 636,000 2,139,696

1 企 業 債 1,264,400 636,000 1,900,400

1 企 業 債 1,264,400 636,000 1,900,400

令和７年度富山市病院事業会計予算実施計画

資　本　的　収　入

収　　　　　　　　入

款 項 目
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（単位：千円）

（既決予定額） （補正後予定額） （増△減）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 △ 284,419 △ 306,228 △ 21,809

減価償却費 806,186 806,186

引当金の増減額（△は減少） 93,176 93,176

長期前受金戻入額 △ 12,155 △ 12,155

受取利息及び受取配当金 △ 1 △ 1

支払利息 28,917 28,917

資産減耗費 13,130 13,130

たな卸資産の増減額（△は増加） △ 3,470 △ 3,470

未収金等の増減額（△は増加） 5,151 5,151

未払金等の増減額（△は減少） 77,731 81,170 3,439

流動資産及び流動負債の増減額（△は増加） 3,459 3,459

小　　　計 727,705 709,335 △ 18,370

利息及び配当金の受取額 1 1

利息の支払額 △ 28,917 △ 28,917

業務活動によるキャッシュ・フロー 698,789 680,419 △ 18,370

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 1,237,473 △ 1,237,473

国庫補助金等による収入 78,393 78,393

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,159,080 △ 1,159,080

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債の発行による収入 1,264,400 1,900,400 636,000

企業債の償還による支出 △ 796,186 △ 796,186

他会計からの出資による収入 160,893 160,893

財務活動によるキャッシュ・フロー 629,107 1,265,107 636,000

資金増加額（又は減少額） 168,817 786,447 617,630

資金期首残高 1,668,780 1,668,780

資金期末残高 1,837,597 2,455,227 617,630

令和７年度富山市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）
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議案第１４２号

富山市老人憩いの家条例の一部を改正する条例制定の件

×富山市老人憩いの家条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市老人憩いの家条例の一部を改正する条例

×富山市老人憩いの家条例（平成１７年富山市条例第１５４号）の一

部を次のように改正する。

×題名を次のように改める。

富山市東老人憩いの家条例

第１条中「老人憩いの家」を「富山市東老人憩いの家」に改める。

第２条を次のように改める。

（位置）

第２条 憩いの家の位置は、富山市荒川四丁目１番８３号とする。

附×則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第１４３号

富山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定の件

富山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例

富山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年富山市条例第４６号）の一部を次のように改正す

る。

第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号

」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第１４４号

富山市児童館条例の一部を改正する条例制定の件

富山市児童館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和７年１ 1 月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市児童館条例の一部を改正する条例

富山市児童館条例（平成１７年富山市条例第１４３号）の一部を次

のように改正する。

第２条の表４の項中「下堀７７番地７」を「赤田５０番地」に改め、

同表１３の項を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第２条の表１３の項を削る改正規定 令和８年４月１日

(2) 次項の規定 公布の日

（富山市児童館条例の一部を改正する条例の廃止）

２ 富山市児童館条例の一部を改正する条例（令和７年富山市条例第

４８号）は、廃止する。
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議案第１４５号

富山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例制定の件

富山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例を次のように定める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例

富山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２４年富山市条例第４３号）の一部を次のように改正する。

第１１条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号

」に改める。

第１５条第２項中「が行われた」を「又は健康診査（母子保健法（

昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は第１３条に規定する健康診

査をいう。同表において同じ 。） （以下この項において「健康診断等

」という 。） が行われた」に、「当該健康診断」を「当該健康診断等

」に、「健康診断の結果」を「健康診断等の結果」に改め、同項の表

に次のように加える。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

乳児又は幼児（以下「乳幼児」

という 。） に対する健康診査

入所した乳幼児に対する入所時

の健康診断、定期の健康診断又

は臨時の健康診断
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議案第１４６号

富山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例制定の件

富山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例を次のように定める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例

富山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年富山市条例第４７号）の一部を次のように改正する。

第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号

」に改める。

第１８条第２項中「児童相談所等における乳児又は幼児（以下「乳

幼児」という 。） の利用開始前の健康診断」を「次の表の左欄に掲げ

る健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）

第１２条又は第１３条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。

）（以下この項において「健康診断等」という 。）」 に、「当該健康

診断が利用乳幼児に対する利用開始時の」を「当該健康診断等がそれ

ぞれ同表の右欄に掲げる」に、「、利用開始時の」を「、同欄に掲げ

る」に、「児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断」を

「それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等」に改め、同項に次の表を

加える。

児童相談所等における乳児又は

幼児（以下「乳幼児」という。

）の利用開始前の健康診断

利用乳幼児に対する利用開始時

の健康診断

乳幼児に対する健康診査 利用開始時の健康診断、定期の

健康診断又は臨時の健康診断
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第１４７号

富山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例制定の件

富山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例

富山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例（令和７年富山市条例第２３号）の一部を次のように改正する。

第１４条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号

」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第１４８号

富山市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

富山市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

富山市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営

に関する基準を定める条例（平成２６年富山市条例第４８号）の一部

を次のように改正する。

第３条の次に次の１条を加える。

（虐待等の禁止）

第３条の２ 職員は、園児に対し、法第２７条の２第１項各号に掲げ

る行為その他当該園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはな

らない。

第１４条第１項中「から第１２条まで」を「、第１２条」に改め、

同項の表第１１条の項を削る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第１４９号

富山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

富山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例

富山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例（平成２６年富山市条例第４９号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２６条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号

（幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあって

は認定こども園法第２７条の２第１項各号、幼稚園である特定教育・

保育施設の職員にあっては学校教育法第２８条第２項において準用す

る認定こども園法第２７条の２第１項各号 ）」 に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第１５０号

富山市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件

富山市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例の一部を改正する条例

富山市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例（令和元年富山市条例第３号）の一部を次のように改正

する。

第３４条第２項中「が行われた」を「又は健康診査（母子保健法（

昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は第１３条に規定する健康診

査をいう。同表において同じ 。） （以下この項において「健康診断等

」という 。） が行われた」に、「当該健康診断」を「当該健康診断等

」に、「健康診断の結果」を「健康診断等の結果」に改め、同項の表

に次のように加える。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

乳児又は幼児に対する健康診査 通所する障害児に対する通所開

始時の健康診断、定期の健康診

断又は臨時の健康診断
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議案第１５１号

富山市恵光学園条例の一部を改正する条例制定の件

富山市恵光学園条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市恵光学園条例の一部を改正する条例

富山市恵光学園条例（平成１７年富山市条例第１４６号）の一部を

次のように改正する。

第１条を次のように改める。

（設置）

第１条 心身に発達の遅れ、障害等がある児童又はその疑いのある児

童の支援体制の充実及び福祉の向上を図るため、富山市恵光学園（

以下「学園」という 。） を設置する。

第１０条を第１１条とする。

第９条中「児童の保護者」を「者又はその保護者」に改め、同条各

号を次のように改め、同条を第１０条とする。

(1) 前条第１号及び第２号に掲げる者の保護者 法第２１条の５の

３第２項第１号に規定する費用の額及び同条第１項に規定する通

所特定費用の額

(2) 前条第３号に掲げる者 法第２４条の２６第２項に規定する費

用の額

(3) 前条第４号に掲げる者の保護者 障害者総合支援法第５１条の

１７第２項に規定する費用の額

(4) 前条第５号に掲げる者 市長が別に定める額

第８条各号列記以外の部分中「児童」を「者」に改め、同条第１号

中 「（ 規則で定める児童を除く 。）」 を削り、同条第３号中「前２号

」を「前各号」に改め、同号を同条第５号とし、同条第２号の次に次

の２号を加え、同条を第９条とする。
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(3) 法第２４条の２６第１項に規定する障害児相談支援対象保護者

(4) 障害者総合支援法第５１条の１７第１項に規定する計画相談支

援対象障害者等（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日まで

の間にある者に限る 。）

第７条を第８条とし、第６条を第７条とし、第５条第２号中「前号

」を「前２号」に改め、同号を同条第３号とし、同条第１号の次に次

の１号を加え、同条を第６条とする。

(2) 第４条各号に掲げる事業に関する業務

第４条を第５条とし、第３条の次に次の１条を加える。

（事業）

第４条 学園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。

）第６条の２の２第５項に規定する保育所等訪問支援に関するこ

と。

(2) 法第６条の２の２第６項に規定する障害児相談支援に関するこ

と。

(3) 法第４３条に規定する児童発達支援センターとしての事業

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。

）第５条第１９項に規定する計画相談支援（１８歳に達する日以

後の最初の３月３１日までの間にある者に係るものに限る 。） に

関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第１条の目的を達成するために必

要な事業

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第１５２号

富山市まちなか総合ケアセンター条例の一部を改正する条例制

定の件

富山市まちなか総合ケアセンター条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市まちなか総合ケアセンター条例の一部を改正する条例

富山市まちなか総合ケアセンター条例（平成２８年富山市条例第７

５号）の一部を次のように改正する。

附則第２項を削り、附則第３項を附則第２項とする。

別表を次のように改める。

別表（第９条関係）

備考 使用時間の短縮による使用料は、減額しない。

種別 区分 金額（円）

宿泊利用 １９時から翌日の

９時３０分まで

市内に住所を有

する者（以下「

市内居住者」と

いう 。）

２，６００

その他の者 ４，２００

通所利用 ９時３０分から１ 市内居住者 ２，１００

３時まで その他の者 ３，３００

９時３０分から１ 市内居住者 ３，４００

５時３０分まで その他の者 ５，４００

１３時から１９時 市内居住者 ３，５００

まで その他の者 ５，５００

一時預かり １回４時間につき ９００

講座 １回につき ８００
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に応援室を宿泊利用している者に係る使用

料については、なお従前の例による。
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議案第１５３号

富山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制

定の件

富山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

富山市病院事業の設置等に関する条例（平成１７年富山市条例第１

６７号）の一部を次のように改正する。

第１条第２項中 「（ 以下「病院」を「及び診療所（以下「病院等」

に改め、同項の表に次のように加える。

第２条第２項の表以外の部分中「病院」を「病院等」に改め、同項

の表に次のように加える。

第７条第１項中「病院」を「病院等」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（富山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部改正）

２ 富山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例（平成１７年富山市条例第５３号）の一部を次のように改正す

る。

別表中「富山市民病院医療事故調査委員会及び富山まちなか病院

医療事故調査委員会」を「富山市民病院医療事故調査委員会、富山

まちなか病院医療事故調査委員会及び富山市まちなか診療所医療事

富山市まちなか診療所 富山市総曲輪四丁目４番８号

富山市まちなか診療所 内科
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故調査委員会」に、「及び富山まちなか病院医療事故調査委員会委

員」を「、富山まちなか病院医療事故調査委員会委員及び富山市ま

ちなか診療所医療事故調査委員会委員」に改める。

（富山市特別会計条例の一部改正）

３ 富山市特別会計条例（平成１７年富山市条例第６６号）の一部を

次のように改正する。

第１条中第６号を削り、第７号を第６号とし、第８号から第２０

号までを１号ずつ繰り上げる。

第２条中「第６号及び第１２号」を「第１１号」に改める。

（富山市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置）

４ 富山市まちなか診療所事業特別会計の令和７年度の出納の完結の

際、この会計に属する現金、債権及び債務は、富山市病院事業会計

に帰属するものとする。

（富山市附属機関設置条例の一部改正）

５ 富山市附属機関設置条例（平成２７年富山市条例第１号）の一部

を次のように改正する。

別表４病院事業管理者の附属機関の表富山まちなか病院医療事故

調査委員会の項の次に次のように加える。

（富山市まちなか総合ケアセンター条例の一部改正）

６ 富山市まちなか総合ケアセンター条例（平成２８年富山市条例第

７５号）の一部を次のように改正する。

第３条第４号を削り、同条第５号中「前各号」を「前３号」に改

富山市ま

ちなか診

療所倫理

委員会

富山市まちなか診療所（以

下この表において「まちな

か診療所」という 。） で行

われる医療行為、医学研究

及び医学教育等に関する倫

理的配慮が必要である事項

について審議する事務

１０人以

内

２年

富山市ま

ちなか診

療所医療

事故調査

委員会

まちなか診療所において発

生した医療事故に関する事

項について調査審議する事

務

医療事故

ごとに１

０人以内

委嘱の日か

ら当該医療

事故の調査

審議が終了

した日まで
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め、同号を同条第４号とする。

第１６条から第１８条までを削り、第１９条を第１６条とする。
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議案第１５４号

富山市岩稲ふれあいセンター条例の一部を改正する条例制定の

件

富山市岩稲ふれあいセンター条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。

令和７年１ 1 月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市岩稲ふれあいセンター条例の一部を改正する条例

富山市岩稲ふれあいセンター条例（平成１７年富山市条例第１９７

号）の一部を次のように改正する。

第４条の４第１号中「午後４時から翌日」を「使用を開始する日の

午後４時から使用を終了する日」に改め、同条第２号中「午後９時ま

で（宿泊室を使用する者にあっては、市長が定める時間 ）」 を「午後

１０時（１２月から翌年の２月までの期間にあっては、午後９時）ま

で。ただし、宿泊室を使用する者にあっては、宿泊室の使用を開始す

る日の午後４時から使用を終了する日の午前８時まで（午前８時から

午前１０時までの時間及び午後１１時から翌日の午前５時までの時間

を除く 。）」 に改める。

第４条の５中「次のとおり」を「１月１日」に改め、同条各号を削

る。

別表１宿泊室の表中「６，６００」を「１１，０００」に改め、同

表備考１中「入湯税を含まない」を「浴室に係る利用料金を含む」に

改め、同表備考２中「、休日の前日、８月１０日から同月１５日まで

の日又は１２月２８日から翌年の１月３日までの日にあっては」を「

又は休日（国民の祝日に関する法律 ( 昭和２３年法律第１７８号 ) に

規定する休日をいう。以下同じ 。） の前日（備考２に掲げる期間の土

曜日及び休日の前日を除く 。） に宿泊する場合は」に改め、同備考を

同表備考３とし、同表備考１の次に次のように加える。
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２ ４月２７日から５月７日まで、８月８日から同月１７日ま

で、同月３１日から９月３日まで、同月１３日から同月２６

日まで、１０月６日から同月１４日まで、同月３１日から１

１月６日まで、同月２０日から同月２６日まで及び１２月２

６日から翌年の１月５日までの期間に宿泊する場合は、この

表に定める額の２００パーセントに相当する額を加算する。

別表２和室の表を次のように改める。

２ 和室

備考 ４月２７日から５月７日まで、８月８日から同月１７日ま

で、同月３１日から９月３日まで、同月１３日から同月２６日

まで、１０月６日から同月１４日まで、同月３１日から１１月

６日まで、同月２０日から同月２６日まで及び１２月２６日か

ら翌年の１月５日までの期間に使用する場合は、この表に定め

る額の２００パーセントに相当する額を加算する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の富山市岩稲ふれあいセンター条例（以下「新条例」とい

う 。） 別表１宿泊室の表及び２和室の表の規定は、この条例の施行

の日（以下「施行日」という 。） 以後に承認の申請のあった施設の

使用に係る利用料金について適用し、施行日前に承認の申請のあっ

た施設の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

（準備行為）

３ 新条例第９条第１項の規定による利用料金の額の承認に関して必

要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

種別 金額（円）

和室 ６，６００

附属設備 規則で定める額
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を

議案第１５５号

富山市八尾ゆめの森交流施設条例の一部を改正する条例制定の

件

富山市八尾ゆめの森交流施設条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市八尾ゆめの森交流施設条例の一部を改正する条例

富山市八尾ゆめの森交流施設条例（平成１７年富山市条例第２１２

号）の一部を次のように改正する。

別表第１中「午後３時から翌日」を「使用を開始する日の午後３時

から使用を終了する日」に、「午前６時から午前８時まで及び午後３

時から午後１１時まで」を「使用を開始する日の午後３時から使用を

終了する日の午前９時まで（午前９時から午前１０時までの時間及び

午後１１時から翌日の午前６時までの時間を除く 。）」 に、

「

」

「

」

別表第２の１宿泊室の表を次のように改める。

１ 宿泊室

備考

１ ４月２７日から５月７日まで、８月８日から同月１７日ま

日帰り使用 午前９時から午後１０時まで

日帰り使用 午前１０時から午後９時まで

種別 単位 金額（円）

宿泊料金 １人１泊 １１，０００

日帰り料金 １室 ６，６００

に改める。
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で、同月３１日から９月３日まで、同月１３日から同月２６

日まで、１０月６日から同月１４日まで、同月３１日から１

１月６日まで、同月２０日から同月２６日まで及び１２月２

６日から翌年の１月５日までの期間に使用する場合は、この

表に定める額の２００パーセントに相当する額を加算する。

２ 土曜日又は休日の前日（備考１に掲げる期間の土曜日及び

休日の前日を除く 。） に使用する場合は、この表に定める額

の３０パーセントに相当する額を加算する。

３ 宿泊料金には、浴室に係る利用料金を含むものとする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の富山市八尾ゆめの森交流施設条例（次項において「新条

例」という 。） 別表第２の１宿泊室の表の規定は、この条例の施行

の日（以下「施行日」という 。） 以後に承認の申請のあった施設の

使用に係る利用料金について適用し、施行日前に承認の申請のあっ

た施設の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

（準備行為）

３ 新条例第９条第１項の規定による利用料金の額の承認に関して必

要な行為は、施行日前においても行うことができる。
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議案第１５６号

富山市立学校設置条例の一部を改正する条例制定の件

富山市立学校設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市立学校設置条例の一部を改正する条例

富山市立学校設置条例（平成１７年富山市条例第２５０号）の一部

を次のように改正する。

第１条中「中学校及び幼稚園」を「富山市立中学校、富山市立義務

教育学校及び富山市立幼稚園」に改める。

第２条中「別表第３」を「別表第４」に改める。

別表第１富山市立浜黒崎小学校の項及び富山市立浜黒崎小学校松風

分校の項を削り、同表富山市立大広田小学校の項の次に次のように加

える。

別表第１富山市立水橋中部小学校の項から富山市立三成小学校の項

まで及び富山市立音川小学校の項を削る。

別表第２富山市立水橋中学校の項及び富山市立三成中学校の項を削

る。

別表第３を別表第４とし、別表第２の次に次の１表を加える。

別表第３（第２条関係）

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（富山市通学区域審議会条例の一部改正）

２ 富山市通学区域審議会条例（平成１７年富山市条例第２７号）の

富山市立大広田小学校松風分校 富山市針日２２５番地

名称 位置

富山市立義務教育学校水橋学園 富山市水橋中村２８番地
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一部を次のように改正する。

第１条中「及び富山市立中学校」を「、富山市立中学校及び富山

市立義務教育学校」に、「小学校及び中学校」を「小学校等」に改

める。

第２条中「小学校及び中学校」を「小学校等」に改める。

（富山市交通遺児福祉金支給条例の一部改正）

３ 富山市交通遺児福祉金支給条例（平成１７年富山市条例第１３０

号）の一部を次のように改正する。

第２条第２号中「中学校」の次に「、義務教育学校」を加える。

（富山市公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害

補償に関する条例の一部改正）

４ 富山市公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害

補償に関する条例（平成１７年富山市条例第２４９号）の一部を次

のように改正する。

第１条中「中学校及び幼稚園」を「富山市立中学校、富山市立義

務教育学校及び富山市立幼稚園」に改める。

（富山市野外教育活動センター条例の一部改正）

５ 富山市野外教育活動センター条例（平成１７年富山市条例第２５

３号）の一部を次のように改正する。

第４条第１号中「及び中学校」を「、富山市立中学校及び富山市

立義務教育学校」に改める。

（富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例の一部改正）

６ 富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例（平成１９年富山市条例第４号）の一部を次のように改正する。

附則第２項中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に

改める。
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議案第１５７号

富山市郷土博物館条例の一部を改正する条例制定の件

富山市郷土博物館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市郷土博物館条例の一部を改正する条例

富山市郷土博物館条例（平成１７年富山市条例第２６２号）の一部

を次のように改正する。

別表第２の２富山市本丸亭の表を次のように改める。

２ 富山市本丸亭

備考 時間外料金は、供用時間以外の時間に使用する場合に適用

する。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

種別 使用時間区分による金額（円） 時間外料金

（円）（１

時間につき

）

９時～１１

時

１１時～１

３時

１３時～１

５時

１５時～１

７時

茶室及

び和室

２，２００ ２，２００ ２，２００ ２，２００ １，３８０
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議案第１５８号

富山市火災予防条例の一部を改正する条例制定の件

富山市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

富山市火災予防条例の一部を改正する条例

富山市火災予防条例（平成１７年富山市条例第２９２号）の一部を

次のように改正する。

目次中

「第２章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（

第３８条の２－第３８条の７） 」

「第２章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（

第３８条の２－第３８条の７） に

第２章の３ 林野火災の予防（第３８条の８・第３８条の９ ）」

改める。

第３８条中「警報」の次に 「（ 法第２２条第３項に規定する火災に

関する警報をいう。以下同じ 。）」 を加え、同条第６号を削る。

第３８条の７の次に次の章名及び２条を加える。

第２章の３ 林野火災の予防

（林野火災に関する注意報）

第３８条の８ 市長は、気象の状況が山林、原野等における火災（以

下「林野火災」という 。） の予防上注意を要すると認めるときは、

林野火災に関する注意報を発することができる。

２ 前項の規定による注意報が発せられたときは、注意報が解除され

るまでの間、市の区域内に在る者は、第３８条各号に定める火の使

用の制限に従うよう努めなければならない。

３ 市長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、前項の規定による

火の使用の制限の努力義務の対象となる区域を指定することができ

を
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る。

（林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中における

火の使用の制限）

第３８条の９ 市長は、林野火災の予防を目的として火災に関する警

報を発したときは、林野火災の発生の危険性を勘案して、第３８条

各号に定める火の使用の制限の対象となる区域を指定することがで

きる。

第７３条第１号中「行為」の次に 「（ たき火を含む 。）」 を加え、

同条に次の１項を加える。

２ 消防局長は、前項各号に掲げるそれぞれの行為について、届出の

対象となる期間及び区域を指定することができる。

附 則

この条例は、令和８年１月１日から施行する。
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議案第１５９号

工事請負契約締結の件

富山市婦負斎場解体工事について、次のとおり請負契約を締結する

ため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号

の規定により、市議会の議決を求める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

記

１ 契 約 の 目 的 富山市婦負斎場解体工事

２ 契 約 の 方 法 一般競争入札

３ 契 約 の 金 額 １６３，３５０，０００円

４ 契約の相手方 水新建設・富三建設富山市婦負斎場解体工事共同

企業体

代表者

富山市笹津１３９番地１

水新建設株式会社

代表取締役 水野 香織
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議案第１６０号

工事請負契約締結の件

長岡保育所改築主体工事について、次のとおり請負契約を締結する

ため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号

の規定により、市議会の議決を求める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

記

１ 契 約 の 目 的 長岡保育所改築主体工事

２ 契 約 の 方 法 一般競争入札

３ 契 約 の 金 額 ５４９，４５０，０００円

４ 契約の相手方 石坂建設・北新建工長岡保育所改築主体工事共同

企業体

代表者

富山市神通町二丁目３番１０号

石坂建設株式会社

代表取締役社長 石坂 兼人
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議案第１６１号

特定事業変更契約締結の件

令和６年９月２６日定例市議会において議決を得た富山市総合体育

館Ｒコンセッション事業について、 次のとおり変更契約を締結するた

め、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

（ 平成１１年法律第１１７号） 第１２条の規定により、 市議会の議決

を求める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

記

１ 契 約 の 金 額

変 更 前 ８，０９３，３５９，９９６円に物価変動及び

金利変更による増減額並びに当該額に係る消費

税及び地方消費税相当額による増減額を加算し

た額

変 更 後 ８，２０３，３５９，９９６円に物価変動及び

金利変更による増減額並びに当該額に係る消費

税及び地方消費税相当額による増減額を加算し

た額
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議案第１６２号

富山市駐車場の指定管理者の指定の件

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規

定により、次の施設の指定管理者を指定することについて、市議会の

議決を求める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

記

施 設 の 名 称 指 定 管 理 者 の 所 在 地 及 び 名 称 指 定 期 間

富山市営桜町駐

車場、富山市営

総曲輪駐車場、

富山市営富山駅

北駐車場

大阪府大阪市中央区今橋四丁目

１番１号

タイムズ・ホクタテグループ共

同企業体

令和８年４月１

日から令和１３

年３月３１日ま

で
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議案第１６３号

富山市児童館の指定管理者の指定の件

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規

定により、次の施設の指定管理者を指定することについて、市議会の

議決を求める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

記

施 設 の 名 称 指 定 管 理 者 の 所 在 地 及 び 名 称 指 定 期 間

富山市立東部児

童館

富山市下堀８番地

社会福祉法人わかば福祉会

令和８年４月１

日から令和１３

年３月３１日ま

で

富山市立蜷川児

童館

富山市下堀８番地

社会福祉法人わかば福祉会

令和８年４月１

日から令和１３

年３月３１日ま

で
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議案第１６４号

富山市スポーツ施設の指定管理者の指定の件

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規

定により、次の施設の指定管理者を指定することについて、市議会の

議決を求める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

記

施 設 の 名 称 指 定 管 理 者 の 所 在 地 及 び 名 称 指 定 期 間

富山市民プール

、富山市城東ふ

れあい公園庭球

場

東京都江東区大島一丁目９番８

号

富山ＦＳパートナーズ

令和８年４月１

日から令和１３

年３月３１日ま

で

富山市富山南総

合公園体育文化

センター、富山

市富山南総合公

園庭球場

東京都中央区日本橋堀留町二丁

目１番１号

シンコースポーツ株式会社

令和８年４月１

日から令和１３

年３月３１日ま

で

富山市２０００

年体育館

東京都千代田区神田駿河台三丁

目３番地４

三幸株式会社

令和８年４月１

日から令和１３

年３月３１日ま

で

富山市東富山体

育館、富山市東

富山運動広場、

富山市東富山運

動広場庭球場

富山市中野新町一丁目２番１０

号

株式会社ホクタテ・株式会社富

山 ･ スポーツパーク ･ マネジメ

ント・公益財団法人富山市スポ

ーツ協会共同企業体

令和８年４月１

日から令和１３

年３月３１日ま

で
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富山市大沢野総

合運動公園陸上

競技場、富山市

大沢野総合運動

公園野球場、富

山市大沢野グラ

ウンド、富山市

西大沢運動広場

、富山市屋内競

技場、富山市大

久保運動広場

愛知県名古屋市緑区池上台二丁

目３７番地１

スポーツマックス・ＳＯＬＴＩ

ＬＯ共同企業体

令和８年４月１

日から令和１３

年３月３１日ま

で

富山市ストリー

トスポーツパー

ク

東京都江東区大島一丁目９番８

号

株式会社フクシ・エンタープラ

イズ

令和８年４月１

日から令和１３

年３月３１日ま

で

富山市八尾スポ

ーツアリーナ

富山市婦中町速星７５４

公益財団法人富山市スポーツ協

会

令和８年４月１

日から令和１０

年３月３１日ま

で
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議案第１６５号

富山市まちなかアリーナ等の指定管理者の指定の件

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規

定により、次の施設の指定管理者を指定することについて、市議会の

議決を求める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

記

施 設 の 名 称 指 定 管 理 者 の 所 在 地 及 び 名 称 指 定 期 間

富山市まちなか

アリーナ、富山

市３ｘ３バスケ

ットボールコー

ト

富山市牛島町１８番７号

とやまアリーナコンセッション

株式会社

令和８年４月１

日から令和２１

年９月３０日ま

で
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議案第１６６号

土地処分の件

金屋企業団地分譲地として、次のとおり土地を処分するため、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号の規定によ

り、市議会の議決を求める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

記

１ 場 所 富山市金屋字柳ノ花５５５番１０外５筆

２ 面 積 ８，２９２．９７㎡

３ 売 払 価 格 ２５０，８６２，３４２円

４ 契約の相手方 石川県白山市竹松町３１０５番地１

株式会社北陸デイリーサービス

代表取締役 和田 英登
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議案第１６７号

土地処分の件

呉羽南部企業団地分譲地として、次のとおり土地を処分するため、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号の規定

により、市議会の議決を求める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

記

１ 場 所 富山市境野新６２番９

２ 面 積 ７，３３６．６９㎡

３ 売 払 価 格 １９４，４２２，２８５円

４ 契約の相手方 射水市片口久々江字錦７９９番地２６

伊勢領製作所株式会社

代表取締役 下保 隆
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報告第 ４ ２ 号

専決処分について承認を求める件

次の事項を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１

項の規定により専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

その承認を求める。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

記

１ 財産取得の件
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専決第 ３ ８ 号

財産取得の件

路面電車車両物品として、次のとおり財産を取得する。

令和７年１０月１６日専決

富山市長 藤 井 裕 久

記

１ 取得する財産 路面電車車両修繕部品（駆動装置）

２ 取 得 価 格 ６６，０００，０００円

３ 契約の相手方 新潟県北蒲原郡聖籠町東港五丁目２７５６番地３

新潟トランシス株式会社

代表取締役社長 島田 治彦
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報告第 ４ ３ 号

専決処分報告の件

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より、議会において指定されている次の事項について専決処分したの

で、同条第２項の規定により報告する。

令和７年１１月２８日提出

富山市長 藤 井 裕 久

記

１ 損害賠償請求に係る和解の件
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損害賠償請求に係る和解の件

専決処

分番号
専決処分年月日 専決処分の内容

３４ 令和 7年10月 7日 損害賠償額

金５４６，３０４円

和解及び損害賠償の相手方

高岡市在住１名

事由

道路管理上の車両破損事故

・発生日

令和７年５月１１日

・場所

富山市堀川町地内

３５ 令和 7年10月 7日 損害賠償額

金２５９，３４２円

和解及び損害賠償の相手方

石川県金沢市在住１名

事由

道路管理上の車両破損事故

・発生日

令和７年６月２５日

・場所

富山市弥生町二丁目地内

３６ 令和 7年10月 7日 損害賠償額

金１１７，０４０円

和解及び損害賠償の相手方

富山市在住１名

事由

法定外公共物点検における器物破損事故

・発生日

令和７年８月８日

・場所

富山市富岡町地内
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専決処

分番号
専決処分年月日 専決処分の内容

３７ 令和 7年10月 9日 損害賠償額

金７１，２４６円

和解及び損害賠償の相手方

富山市在住１名

事由

交通事故

・発生日

令和７年６月４日

・場所

富山市高屋敷地内

３９ 令和 7年10月17日 損害賠償額

金４２０，４２３円

和解及び損害賠償の相手方

愛知県豊田市在住１名

事由

道路管理上の車両破損事故

・発生日

令和７年５月２１日

・場所

富山市堀川町地内

４０ 令和 7年10月22日 損害賠償額

金１４１，３７２円

和解及び損害賠償の相手方

富山市在住１名

事由

交通事故

・発生日

令和７年９月１６日

・場所

富山市友杉地内
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専決処

分番号
専決処分年月日 専決処分の内容

４１ 令和 7年10月29日 損害賠償額

金１４２，７０３円

和解及び損害賠償の相手方

東京都町田市在住１名

事由

道路管理上の車両破損事故

・発生日

令和７年８月９日

・場所

富山市本丸地内

４２ 令和 7年11月 6日 損害賠償額

金１３１，４７８円

和解及び損害賠償の相手方

富山市在住１名

事由

交通事故

・発生日

令和７年７月２３日

・場所

富山市八尾町宮腰地内
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